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○免税軽油制度は、平成 ２７年３月３１日まで継続となりましたので、農業用機械に使用する軽油の免税証交
付申請の事前受付を次のとおり行います。
○交付を希望する方は、必要書類を準備の上、該当する受付日に申請して下さい。
○お住まいの地域に関わらず受付ますので、ご都合のよい会場にお越し下さい。
○原則、下記期間以外は受付を行いませんので、交付を希望する場合は、必ず事前受付をしてください。

●日程

地　　　域 申　　　　　請
日　　　時 会　　　場

能 代 地 域

平成 ２５ 年１月 １５ 日㈫
平成 ２５ 年１月 １６ 日㈬
１０：００ ～ １１：３０
１３：００ ～ １５：３０

山本地域振興局
３階　大会議室

二ツ井地域
藤 里 町

平成 ２５ 年１月 １８ 日㈮
１０：００ ～ １１：３０
１３：００ ～ １５：３０

能 代 市 役 所
二ツ井町庁舎
大 会 議 室
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新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
書換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

☆注意
①．当日は大変込み合うことが予想されますので、必ず申請書に記入してお越しください。原則、記入され
た方から受付となります。申請書用紙の無い方は、上記お問い合わせ先に連絡してください。

②．使用者証の有効期限が耕作期間中に到来する場合は、更新申請が必要です。
③．秋田県証紙（４００円）は交付時に頂きます。
④．共同申請で使用者が加わる場合は新規申請、使用者が脱退等する場合は、書換申請が必要になります。
なお、印鑑と耕作証明書は、全員のものが必要になります。

組合員の皆様、またいつもご利用頂いている皆様へ
　明けまして、おめでとうございます。
　近頃は寒さが日ごと増してきており、体調管理も含め、暖かく過ごすことが大切です。ＪＡ燃料課では灯
油の配達も行っており、たくさんの方からご利用頂いております。
　今年もＪＡクミアイプロパンと合同で、１月から２月２８日まで、灯油配達価格から５円割引（１リットル
あたり）のキャンペーンを実施します！
　ご利用予定の方は、お気軽に各スタンドへお電話下さい!!
お問い合わせは、
　　能代セルフＳＳ　58－3940　　二ツ井給油所　73－5112　　藤里給油所　79－1011

5
灯油配達割引キャンペーン！！

２月２8日まで
灯油配達価格から / 割引します！5円

灯油配達割引キャンペーン！！

１Ｌ
ただし、JAクミアイプロパンを
利用している人に限ります。

今年も実施し
ます！今年も実施し
ます！

軽油引取税免税証の交付申請＆灯油配達割引キャンペーン

蟹座（6・22〜 7・22）　発想が後ろ向きになる暗示。親切にされたら、素直なお礼を忘れずに。気分転換にはヒーリング音楽がお薦め

※前年購入した軽油の納品書又は購入証明書については、各給油所で発行いたします。

軽油引取税免税証（農業用）の交付申請について

【お問い合わせ先】
●秋田県総合県税事務所山本支所
　住　所：能代市御指南町１－10
　ＴＥＬ：0185－52－6201

●秋田県総合県税事務所課税部課税第二課
　住　所：秋田市山王４－１－２
　ＴＥＬ：０１８－８６０－３３４１


